
          
 「iD

e
C

o

」
の
加
入
者
の
範
囲
が

拡
大
し
ま
し
た 

 

イ
デ
コ
：
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
と
は 

 

「i
D
e
C
o

」
は
任
意
で
申
し
込
む
こ
と

に
よ
り
、
公
的
年
金
に
プ
ラ
ス
し
て
給

付
を
受
け
ら
れ
る
私
的
年
金
の
１
つ
で

す
。
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
と
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
豊
か
な
老
後
生

活
を
送
る
た
め
の
一
助
と
な
り
ま
す
。 

国
民
年
金
基
金
な
ど
の
確
定
給
付
型

の
年
金
と
は
違
い
、
掛
金
と
そ
の
運
用

収
益
の
合
計
額
を
も
と
に
将
来
の
給
付

額
が
決
定
す
る
公
的
年
金
に
上
乗
せ
す

る
制
度
で
す
。 

こ
れ
ま
で
の
加
入
対
象
者
は
、
自
営

業
者
の
方
や
企
業
に
お
勤
め
の
方
の
一

部
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
29

年
１
月
か
ら
は
、
企
業
年
金
を
実
施
し

て
い
る
企
業
に
お
勤
め
の
方
や
専
業
主

婦
の
方
、
公
務
員
も
含
め
、
基
本
的
に

公
的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
る
60
歳

未
満
の
全
て
の
方
が
加
入
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

 

お
得
な
制
度 

「i
D
e
C
o

」
は
、
大
き
な
税
制
優
遇
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
大
変
メ
リ
ッ

ト
の
あ
る
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

■
掛
金
が
全
額
所
得
控
除
に
な
り
ま
す
。 

 

毎
月
の
掛
金
が
仮
に
１
万
円
の
場
合
、

そ
の
全
額
が
所
得
控
除
の
対
象
と
な

り
、
所
得
税(

20

％)

、
住
民
税

(
10
％)

と
す
る
と
年
間
３
万
６
千

円
、
税
制
優
遇
さ
れ
ま
す
。 

 

※
課
税
所
得
が
な
い
方
は
、
掛
金
の

所
得
控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
所

得
控
除
は
、
本
人
の
所
得
か
ら
の
み

控
除
さ
れ
ま
す
。
配
偶
者
の
所
得
か

ら
は
控
除
さ
れ
ま
せ
ん
。 

■
運
用
益
も
非
課
税
で
再
投
資
さ
れ
ま

す
。 

 

通
常
、
金
融
商
品
の
運
用
益
に
は
税

金
が
か
か
り
ま
す
が
、
「i

D
e
C
o

」
の

運
用
益
は
非
課
税
で
す
。 

■
受
け
取
る
と
き
も
大
き
な
控
除
が
あ

り
ま
す
。 

 

老
齢
給
付
を
一
時
金
で
受
け
取
る
場

合
は
「
退
職
所
得
控
除
」
、
年
金
と
し

て
受
け
取
る
場
合
は
「
公
的
年
金
控

除
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

         

加
入
方
法 

「i
D
e
C
o

」
に
加
入
す
る
際
は
、
運
営

管
理
機
関
（
銀
行
、
証
券
会
社
、
信
託

銀
行
、
信
用
金
庫
、
生
命
保
険
会
社
、

確
定
拠
出
年
金
専
門
会
社
、
損
害
保
険

会
社
、
投
信
会
社
、
労
働
金
庫
な
ど
）

経
由
で
加
入
手
続
き
を
し
ま
す
。 

運
営
管
理
機
関
毎
に
運
用
商
品
や
手

数
料
が
異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
各
運

営
管
理
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

に
な
る
か
、
運
営
管
理
機
関
の
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

 

ご
相
談
は
店
舗
に
出
向
く
の
で
は
な

く
、
必
ず
電
話
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

（
一
部
の
運
営
管
理
機
関
を
除
き
、
店

舗
で
の
相
談
の
受
付
は
行
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
） 

イ
デ
コ
ダ
イ
ヤ
ル
（
ご
相
談
・
お
問
い

合
わ
せ
） 

こ
ち
ら
の
ダ
イ
ヤ
ル
で
ご
加
入
の
お

申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
申
し
込

み
は
運
営
管
理
機
関
で
お
願
い
し
ま
す
。 

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
は
、
一
般
の
固
定
電

話
か
ら
お
か
け
に
な
る
場
合
は
、
全
国

ど
こ
か
ら
で
も
市
内
通
話
料
金
で
ご
利

用
頂
け
ま
す
。
た
だ
し
、
一
般
固
定
電

話
以
外
か
ら
お
か
け
に
な
る
場
合
は
、

通
常
の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
。 

▼
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル 

 

電
話
０
５
７
０
―
０
８
６
―
１
０
５ 

※
０
５
０
で
は
じ
ま
る
電
話
で
、 

お
か
け
に
な
る
場
合
は
、 

電
話
０
４
５
―
３
３
０
―
８
１
２
０ 

（
通
常
の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
。
） 

▼
受
付
時
間 

平
日
：
10
時
～
20
時 

土
・
日
・
祝
日
：
10
時
～
16
時 

        

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 


